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1施 設 数





1施 設数

(1)生 涯学習 ・社会教育施設

① 推移

(注1)公 民館,図 書館の()内 は分館数で内数である。

(注2)社 会体育施設及び民間体育施設は,特 に施設数の多いもののみをあげたので,施 設数を合計しても「計」に
はならない。

(注3)増 減数瓢(平成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

3



② 設置者別

ア 公民館

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

4



イ 図書館

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の施設数。増減率(%)認 増減数÷平成M年 度の施設数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

5



ウ 博物館

(注)増減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

エ博物館類似施設

(注)増 減数:=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

6



オ 青少年教育施設

(注1)独 立行政法人は,国 立オリンピック記念青少年総合センター,国 立青少年交流の家及び国立青少年自然
の家であり,計には含まれない。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」,内閣府「青少年白書」

7



力 女性教育施設

(注)増減数=・(平成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

キ 社会体育施設

(注)増減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数 ÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

ク 民間体育施設

(注)増減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

8



ケ 文化会館

(注)増減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

9



③ 指定管理者(管 理受託を含む)《平成17年 度》

ア 公民館

イ 図書館

ウ 博物館

10



エ博物館類似施設

オ青少年教育施設

カ女性教育施設

11



キ 社会体育施設

ク 文化会館

12



④ 種類別

ア 博物館

(注)増減数瓢(平成17年度－ 平成M年 度)の施設数。増減率(%)慧 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 博物館類似施設

(注)増減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

ウ 青少年教育施設

(注)増減数篇(平成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

13



エ社会体育施設

(注)増減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

オ 民間体育施設

(注)増減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年度の施設数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

14



⑤ 都道府県別＜平成17年 度＞

ア 公民館

(注)「指定管理者(管 理受託者を含む)」とは、地方 自治法第244条 の2第3項 に基づき管理者を指定(指 定管理者)
又は改正前の同法同条項に基づき管理を委託(管 理受託者)している場合をいう。

15



イ 図書館

(注)「指定管理者(管 理受託者を含む)」とは、地方 自治法第244条 の2第2項 に基づき管理者を指定(指 定管理者)
又は改正前の同法同条項に基づき管理を委託(管 理受託者)している場合をいう。

16



ウ 博物館

(注)「指定管理者(管 埋受託者を含む）」とは、地方 自治法第244条 の2第3項 に基づき管理者を指定(指 定管理者)

又は改正前の同法同条項に基づき管理を委託(管 理受託者)している場合をいう。

17



エ青少年教育施設

(注)「指定管理者(管 理受託者を含む)」とは、地方 自治法第244条 の2第3項 に基づき管理者を指定(指 定管理者)
又は改正前の同法同条項に基づき管理を委託(管 理受託者)している場合をいう。

18



⑥ 設置状況

ア 公民館

(注1)設 置率(%)螺 設置市(区)町 村数 ÷市(区)町 村数:

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 図書館

(注1)設 置率(%)=設 置市(区)町 村数÷市(区)町 村数

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)課 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料1文 部科学省「社会教育調査報告書」

唾9



ウ 都道府県別＜ 平成17年 度＞

(ア)公民館

(注)設 置率(%)=施 設を設置する市(区)町村数 ÷市(区)町村数

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

20



(イ)図 書館

(注)設置率(%)論 施設を設置する市(区)町村数÷市(区)町村数

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

21



⑦ 建物の単独・複合別

ア 公民館

(注1)「単独 ・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

22



イ 図書館

23



(注1)「単独 ・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

24



ウ 博物館

25



(注1)「単独 ・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施鼓を除く。

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)＝ 増減数 ÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

26



エ青少年教育施設

(注1)「単独・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%）=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

27



オ 女性教育施設

(注1）「単独 ・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

28



カ文化会館

(注1)「単独・複合」の別は、建物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

29



⑧ 建物面積別

ア 公民館

(ア)推移

(注1)建 物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

30



(イ)設 置者別＜ 平成17年 度＞

(注)建 物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 図書館

(注1)建 物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

31



ウ 博物館

(注1)建 物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

エ青少年教育施設

(注1)建 物面積(専 用又は共用)を有しない施設を除く。

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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オ 女性教育施設

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)瓢 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

カ文化会館

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)鑑 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)社 会福祉施設

(注1)10月1目 現在である。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:厚 生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」
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(3)青 少年健全育成関係施設

(注1)生 涯学習・社会教育施設及び社会福祉施設を除く。

(注2)勤 労者総合スポーツ施設は、平成6年 度からの設置であり、平成5年 度以前は勤労者体育施設である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度一平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:「青少年白書」
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2施 設・設備の状況

(1)生 涯学習 ・社会教育施設

① 公民館
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資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(注)増 減数=(平 成17年 度一平成14年 度)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年度 の施設数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 図書館

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 博物館

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 施設数。増減率(%〉=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の施設数。増減率(%)隠 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑤ 女性教育施設

(注)増 減数=(平 成17年 度一平成14年 度)の 施設数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 文化会館

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成!4年 度)の 施設数。増減率(%)鴛 増減数÷平成14年 度の施設数。

資料=文部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)コ ンピュータの導入＜ 平成17年 度＞

① 施設別導入状況

(注1)「設置施設数」の下段(%)は,総 施設数に対するコンピュータ設置施設数の割合である。

(注2)コンピュータとは,常 設のコンピュータである。

資料:文 部科 学省 「社 会教 育調査報告書 」

② 公民館

(注1)「設置施設数」の下段(%)は,総 施設数に対するコンピュータ設置施設数の割合である。

(注2)コンピュータとは,常 設のコンピュータである。

資料:文 部 科学 省「社会教 育調査報告書 」
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③ 図書館＜平成17年 度＞

(注1)「設置施設数」の下段(%)は,総 施設数に対するコンピュータ設置施設数の割合である。

(注2)コンピュータとは,常 設のコンピュータである。

資料:文 部 科学省 「社会教育調査報 告書」
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④ 博物館＜平成17年 度＞

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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3職 員





3職 員

(1)教 育委員会事務局 ・社会教育施設等

① 推移
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(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数 ÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 施設等別

ア 教育委員会事務局

(注1)「教育委員会数」は,社 会教育関係の事:務を処理している教育委員会の合計数である。

(注2)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発

令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注3)「派遣社会教育主事」の「都道府県」は実人数,「市(区)」「町」「村」「組合等」は都道府県から派遣されてい
る延べ人数である。

(注4)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注5)増 減数=(平 成17年 度一平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 公民館

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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ウ 図書館

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発

令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 職員数。増減率(%)離 増減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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オ 博物館類似施設

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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カ青少年教育施設

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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キ 女性教育施設

(注1)「 専任」とは,常 勤の職員 として発令されている者 であり,「兼 任」とは,当 該施 設以外 の常勤 の職員で兼務発

令 されている者 であり,「非 常勤」とは,非 常勤の職員 として発令されている者である。

(注2)「 その他 の職員 」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職 員 等である。

(注3)増 減数 篇(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 職員 数。増 減率(%)=増 減数 ÷平成 王4年度の職員数 。

資料=文 部科学省「社会教育調査報 告書」
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ク 社会体育施設

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数＝(平 成17年 度－平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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ケ 民間体育施設

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発

令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度:の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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コ 文化会館

(注1)噂 任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務発
令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

(注3)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 設置者別

ア 教育委員会事務局
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(注1)「教育委員会数」は,社 会教育関係の事務を処理している教育委員会の合計数である。

(注2)課 長の()は,課 長のうち社会教育主事の人数である。

(注3)「派遣社会教育主事」の「都道府県」は実人数,「市(区)」「町」「村」「組合等」は都道府県から派遣されている
延べ人数である。

(注4)「専任」とは,社 会教育又は社会体育担当の課の常勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,社
会教育又は社会体育担当の課以外の常勤の職員で兼務発令されている者であり,「非常勤 とは,社 会教育
又は社会体育担当の課の非常勤の職員として発令されている者である。

(注5)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 公民館
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(注1)「専任」とは,常 勤の職 員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該公 民館 以外の常勤 の職員で兼任発

令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員 として発令されている者である。

(注2)「その他 の職 員」とは,事 務職員,技 術職 員,労 務職 員等である。

資料:文 部科 学省 「社 会教育調査 報告書」
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ウ 図書館

67
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(注） 「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該図書館以外の常勤の職員で兼任

発令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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エ博物館

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該博物館以外の常勤の職員で兼
任発令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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オ 青少年教育施設

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼任

発令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 指導系職員の状況

(注1)社 会教育主事には,派 遣社会教育主事主事を含む。

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 女性職員の状況

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務
発令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)増 減数＝(平 成17年 度－平成14年 度)の職員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の職員数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 社会教育関係職員の状況＜平成147年度＞

ア 担当別

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼務
発令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)「その他の職員」とは,事 務職員,技 術職員,労 務職員等である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 人口規模別

(ア)社会教育主事
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(注)「社会教育主事数の専任及び兼任」には,課 長のうち社会教育主事として発令されている者を含む。
資料:文 部科学省 「社会教育調査報告書」
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(イ)派遣社会教育主事

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
(注)「 派遣社会 教育主事数の 「計 」は,「都 道府県」,「市(区)」,「 町」,「村 」及び「組合等」の合計数 である。
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【参考】

1）社会教育主事の現状

ア 任用状況

【図1:社会教育主事の男女比】

【図2:社 会教育主事の構成比(都 道府県)(勤 務先別)】

【図3:1都 道府県あたり社会教育主事数(勤 務先別)】

78



【図4:社 会教育主事の構成比(市(区)町村)(勤 務先別）】

【図5:社 会教育主事の割合(人 口規模別）】

2)派 遣社会教育主事

ア 派遣社会教育主事の現状

【図6:派 遣社会教育主事の男女比】
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【図7:派 遣社会教育主事の構成比(勤 務先別)】

イ 派遣社会教育主事制度の実施状況

① 派遣社会教育主事の現状

【図8:派 遣社会教育主事制度の実施(都 道府県)】

【図9:派 遣社会教育主事制度の今後の予定(都 道府県)】
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⑦ 種類別

ア 博物館

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該博物館以外の常勤の職員で兼

務発令されている者であり,「非常勤 とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)職 員数の計は,専 任,兼 任,非 常勤の職員の合計である。

(注3)増 減数＝(平成17年 度－平成14年 度)の職員数

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」

81



イ 博物館類似施設

(注1)「專任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該博:物館類似施設以外の常勤の
職員で兼務発令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)職 員数の計は,専 任,兼 任,非 常勤の職員の合計である。

(注3)増 減数:(平 成17年 度－平成14年 度)の職員数

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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ウ 青少年教育施設＜ 平成嘱7年度＞

(注1)「専任」とは,常 勤の職員として発令されている者であり,「兼任」とは,当 該施設以外の常勤の職員で兼

務発令されている者であり,「非常勤」とは,非 常勤の職員として発令されている者である。

(注2)職 員数の計は,専 任,兼 任,非 常勤の職員の合計である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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4学 級・講座





4学 級 講座

(1)学級 ・講座数

① 推移

＜平成16年 度 間＞

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学級 ・

講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 施設等別

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の学級 ・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学級・
講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 設置者別

ア 教育委員会

(ア)実施教育委員会数

(注)増 減数＝(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 実施教育委員会数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の
実施教育委員会数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」

(イ)学 級 ・講座 数

(注)増 減数=(平 成16年 度間一平成13年 度間)の学級 ・講座数:。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学級・
講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(ウ)平 成16年 度 間

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 公民館

(ア)推移

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学
級 ・講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(イ)平 成16年 度 間

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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ウ 青少年教育施設

＜16年 度間＞

(注)増 減数＝(平 成16年 度間一平成13年 度間)の数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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エ女性教育施設

＜16年度間＞

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成!3年 度間)の数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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オ 文化会館

(注)増 減数＝(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成B
年度問の学級・講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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カ知事部局 ・市町村長部局

＜16年 度 間＞

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 学習内容別

ア 教育委員会

《注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学級 ・
講座数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」

イ 公民館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級 ・講座数。増減率て%)潔 増減数÷平成13年 度間の学級 ・
講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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ウ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級・講二座数,増 減率(%)=増 減数:÷平成13年 度間の学級・

講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 対象別

ア 教育委員会

(ア)学習内容別

(注)「青少年対象」の平成元年度,平 成4年 度
間は「少年対象」「青年対象」を合計したも
のである。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(イ)推 移

(注1)「青少年対象」の平成元年度,平 成4年 度間は「少年対象」「青年対象」を合計したものである。

(注2)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学
級・講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 公民館

(注1)「青少年対象」の平成元年度,平 成4年 度間は「少年対象」「青年対象」を合計したものである。

(注2)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の学級 ・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学
級・講座数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 開催場所別

ア 教育委員会

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 学級・講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の学級・
講座数:。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)受 講者数

① 推移

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)寵 増減数÷平成13年
度間の受講者数。

102



② 女性受講者

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

③ 施設等別

103



(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の学級生・受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の

学級生・受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 設置者別

ア 教育委員会

(ア)推移

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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(イ)男 女 別 ・学 習内容 別

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 公民館

(ア)推移

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(イ)男 女 男瑚・学習 内容別

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 受講者数。増減率(%)＝ 増減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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ウ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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エ女性教育施設

(注)増 減数雛(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)畿 増減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料 二文部科学省 「社会教育調査報告書」
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オ 文化会館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の 受講者数。増減率(%)=増
減数÷平成13年 度間の受講者 数。

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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カ知事部局 ・市町村部局

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)二 増減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 学習内容別

ア 教育委員会

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

113



イ 公民館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の受講者数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の受講者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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5諸 集 会





5諸 集会(講 演会,文 化・体育事業等)

(1)実 施施設等数

① 概要

(注)増 減数＝(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

② 公民館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

117



③ 図書館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 博物館

ア 推移

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 種類 別＜ 平成16年 度間＞〉

⑤ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

119



⑥ 女性教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑦ 文化会館

(注1)「計」及び 「実施施設数」には,主 催又は共催のいずれか一方でも諸集会を実施している数を計上しているた
め,計 と内訳の合計は一致しない。

(注2)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の施設数。増減率(%)謬 増減数÷平成13年 度間の施設数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)実 施件数

① 概要

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

② 教育委員会

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 公民館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 図書館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)＝ 増減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 博物館

ア 推移

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)誠 増減数 ÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 種類別＜ 平成16年 度間＞

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

125



⑦ 女性教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

126



⑧ 社会体育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑨ 民間体育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

128



⑩ 文化会館

(注)増 減数瓢(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)瓢 増減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑪ 知事部局・市町村長部局

(注)増 減数＝(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)業 増減数 ÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(3)参 加者数

① 概要

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

② 教育委員会

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の 参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 公民館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 図書館

(注)増 減数=(平 成16年 度間一平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 博物館

ア 推移

(注)増 減数謬(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 種類別＜ 平成裕年度間＞

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

133



⑥ 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑦ 女性教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

135



⑧ 社会体育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑨ 民間体育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑩ 文化会館

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑪ 知事部局・市町村長部局

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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6指 導者研修





6指 導者研修

(1)実 施件数

① 教育委員会

(注)増 減数＝(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

141



② 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

③ 社会体育施設(スポーツ関係)

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 民間体育施設(スポーツ関係)

(注)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度 間)の 件数。増減率(%)鷹 増減数 ÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省 「社会教育調査 報告書」

⑤ 都道府県知事部局・市町村長部局

(注)増 減数=(平 成16年度間－平成13年 度間)の件数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の件数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)参 加者数

① 教育委員会

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 青少年教育施設

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)瓢 増減数÷平成!3年 度間の参加者数。

資料=文 部科学省「社会教育調査報告書」

③ 社会体育施設(スポーツ関係)

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 参加者数。:増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の参加者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 民間体育施設(スポーツ関係)

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑤ 都道府県知事部局・市町村長部局

(注)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の参加者数。増減率(%)畿 増減数÷平成13年 度間の参加者数 。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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7施 設の利用





7施 設の利用

(1)利 用者数

① 概要

(注1)利 用者数は,図 書館は「図書の帯出者数」,博物館及び博物館類似施設は「入館者数」,公民館(類 似施設
を含む)及 び公民館は団体利用と個人利用の合計数である。

(注2)社 会体育施設及び民間体育施設は,陸 上競技場,野 球場・ソフトボール場,多 目的運動場,水 泳プール(屋
内・屋外),レ ジャープール,体 育館の利用者数である。

(注3)増 減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の利用者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度の利用者数。

(注4)「国民一人当たりの利用回数」は,「平成16年 度間」の数値を総務省統計局「平成16年10月1日 現在推計人
(総人口)」(127,687千人)で 除した値である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 公民館

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 利用者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 図書館

(注)増減数＝（平成16年 度間－ 平成13年 度間)の利用者数。増減率(%)＝増 減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 博物館

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の利用者数。増球率(%)＝ 増減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 青少年教育施設

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間〉の利用者数。増減率(%)畿 増減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 女性教育施設

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 利用者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑦ 社会体育施設

(注1)社 会体 育施 設 は,陸 上競 技場,野 球場 ・ソフトボール場,多 目的運動場,水 泳プール(屋 内 ・屋 外),レ ジャー

プール,体 育館 の利 用者である。

(注2)増 減数=(平 成16年 度 間－ 平成13年 度 間)の 利用者数。増 減率(%)=増 減数 ÷平成13年 度 間の利用者 数。

資料:文 部 科学 省 「社会教 育調査報告書 」

⑧ 民間体育施設

(注1)民 間体育施設は,陸 上競技場,野 球場 ・ソフトボール場,多 目的運動場,水 泳プールて（屋内・屋外〉,レジャー
プール,体 育館の利用者である。

(注2)増 減数＝(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の利用者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の利用者数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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8住 民参 画





8住 民参画

(1)ボ ランティア

① ボランティア活動の状況

ア 活動者数

(注1）都道府県・指定都市及び市区町村社会福祉協議会のボランテイアセンターが把握している数値である。

(注2)増 減数＝(平 成17年4月－ 平成16年4月)の 数。増減率(%)=増 減数 ÷平成16年4月 の数。

資料=全 国社会福祉協議会「2005年ボランティア活動年報」

イ 活動者の構成

資料:全 国社会福祉協議会「全国ボランティア活動者実態調査」(平成13年12月31日 現在)

ウ 活動の内容

(ア)活動の類型

資料:全 国社会福祉協議会「全国ボランティア活動者実態調査」(平成13年12月31日 現在)
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(イ)テーマの内容

資料:全 国社会福祉協議会「全国ボランティア活動者実態調査」(平成13年12月31日 現在)

(ウ)活動の対象者

資料:全 国社会福祉協議会「全国ボランティア活動者実態調査」(平成13年12月31日 現在)
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② 登録制度＜平成輪年度間＞

ア 施設等別

(注)()内 は,平 成14年 度調査の数値である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 公民館

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

ウ 図書館

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

エ博物館

(ア)設置者別

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」

160



(イ)種 類 別

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

オ 青少年教育施設

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

カ女性教育施設

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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キ 社会体育施設

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

ク 民間体育施設

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」

ケ 文化会館

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ ボランティア活動支援センター等設置数推移

(参考)
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(2)NPO法 人(特 定 非営利活動法 人)

① 推移(累 計) ② 都道府県別＜ 平成18年＞

(注1)各 年3月31日 現在。

(注2)増 減 数=(平 成18年 度－ 平成17年 度)の 数。増減率(%)=増 減数 ÷平成17年 度の数。

資料:内 閣府 「非 営利活動促進 法に基づく認証 数」(平成10年12月1日 から19年3月31日 累計)
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(3)社 会教育関係委員等

① 社会教育委員

ア 推移

(注)増 減数=(平 成17年 度一平成14年 度)の 数。増減率(%）=増 減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 設置者別＜平成17年 度＞

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 社会教育関係指導員

ア 推移

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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イ 設置者別＜平成17年 度＞

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 公民館運営審議会

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 数。増減率(%)＝ 増減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 図書館運営協議会

(注)増 減数＝(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 博物館運営協議会

ア 設置者別

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

イ 種類別

(注)増 減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(4)民 間営利社会教育事業者との連携・協力

① 施設等別(委 託事業数)

(注1)「民間営利社会教育事業者」とは,カルチャーセンター,ア スレチッククラブ,語 学学校など,企 業や個人等が
営利を目的として社会教育事業を行う者である。

(注2)委 託事業数とは,学 級 ・講座及び諸集会(青 少年教育施設,女 性教育施設及び社会体育施設は研修事業及
び相談事業を含む)の 件数である。

(注3)増 減数=(平 成16年 度間－ 平成13年 度間)の 事業数。増減率(%)躍 増減数 ÷平成13年 度間の事業数。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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② 教育委員会＜平成16年 度間＞

(注)「教育委員会数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上し
ているため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

③ 公民館＜ 平成16年 度間＞

(注)「施設数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上しているた
め,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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④ 図書館＜ 平成16年 度間＞

(注)「施設数」の「計」欄 には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上している
ため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑤ 博物館＜ 平成16年 度間＞

(注)「施設数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上している
ため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 青少年教育施設＜平成輪年度間＞

(注)「施設数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上している
ため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑦ 女性教育施設＜平成16年 度間＞

(注)「施設数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上している
ため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑧ 社会体育施設＜平成輪年度間＞

(注)「施設数」の「計」欄には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託している数を計上している
ため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑨ 文化会館＜ 平成16年 度間＞

(注)「教育委員会数」及び「施設数」の「計」欄 には,全 部委託又は一部委託のいずれか一方でも業務委託して
いる数を計上しているため,計 と内訳の合計は一致しない。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(5)関 係機関 との事業の共催 〈平成17年 度〉

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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① 公民館 (平成16年 度間)(複 数回答可)

(注)この表は,公 民館が学級 ・講座及び諸集会を共催で実施した共催相手の状況である。

資料:文 部科学省 「社会教育調査報告書」
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② 図書館 (平成16年 度 間)(複 数 回答 可)

(注)三の表は,図 書館が読書会・研究会,鑑 賞 会・映写会,資 料展示会を共催で実施した共催相手の状況である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 博物館 (平成16年 度間)(複 数回答可)

(注)この表は,博 物館が講演会,研 究会,学 級 ・講座,映 写会等を共催で実施した共催相手の状況である。

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

178



④ 博物館類似施設 (平成16年 度 間)(複 数回答 可)

(注)この表は,博 物館類似施設が講演会,研 究会,学 級・講座,映 写会等を共催で実:施した共催相手の状況である

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 青少年教育施設 (平成16年 度間)(複数回 答可)

資料:文部科学省「社会教育調査報告書」
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⑥ 女性教育施設 (平成16年 度間)(複 数回答可)

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑦ 社会体育施設 (平成16年 度間)(複 数回答可)

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑧ 文化会館 (平成16年 度 間)(複 数 回答)

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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9財 政





9財 政

(1)社 会教育費等

① 推移

(注1)地 方教育費総額とは,公 立の幼稚園,小 学校,中 学校,盲 ・聾・養護 学校,高 等学校,中 等教育学校,専 修
学校,各 種学校及び高等専門学校の各学校の支出経費並びに都道府県,市 町村の教育委員会が社会教
育及び教育行政のために支出した経費の決算額合計である。

(注2)増 減数=(平 成16年 度－ 平成15年 度)の 額。増減率(%)=増 減数÷平成15年 度の額。

資料:文 部科学省「地方教育費調査報告書」
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② 財源別社会教育費

(注)増 減数:(平 成16(15)年 度－ 平成15(14)年 度)の 額。増減 率(%)=増 減数 ÷平成15(14)年 度の額。

資料:文 部科 学省 「地方教 育費調査報 告書 」
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③ 施設等別

(注)増 減数=(平 成16(15)年 度－ 平成15(14)年 度)の 額。増減率(%)=増 減 数 ÷平成15(14)年 度 の額。

資料:文 部科学省 「地方教育費 調査 報告書 」
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(2)生 涯学習関連費

① 推移

(注)生 涯学習関連費とは,都 道府県知事部局所管施設分である。

資料:文 部科学省「地方教育費調査報告書」

② 財源別

(注)増 減 数=(平 成16(15)年 度 一平成15(14)年 度)の 額 。増減 率(%)=増 減数 ÷平成15(14)年 度の額。

資料:文 部 科学 省「地方教 育費調査報告 書」
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③ 施設等別

(注)増 減数:=(平 成16(15)年 度－ 平成15(14)年 度)の 額:。増減 率(%)=増 減数 ÷平成15(14)年 度 の額。

資料:文 部科学省 「地方教育 費調 査報告書 」
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(3)国 民医療 費

(注1)平 成12年 度は,介 護保健への移行による医療費の減(約2兆 円)を見込んでいる。

(注2)老 人医療費は平成14年 度の制度改正により,対象年齢が70歳から段階的に引き上げられており,平成15年
度10月 より71歳となっている。

(注3)増 減数=(平 成15年 度－平成14年 度)の 医療費。増減率(%)＝ 増減数÷平成14年 度の医療費。

資料:厚 生労働省「厚生労働 白書」
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10企 業・ 職業





10企 業 ・職業

(1)カ ルチャーセンター

① 事業所数

(注)増減数=(平 成17年 度－平成14年 度)の 事業所数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の事業所数。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」

② 従業者数

ア 平成17年 度

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」
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イ 推移

(注)増減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 従業者数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の従業者数。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」

③ 講座数

ア 実施事業所数

(ア)平成16年 度間

(注)「実施事業所数」,「講座数」,「延受講者数」は,平 成16年11月1日 から平成17年10月31日 までの1年 間に事
業所が開講した講座数及び受講者数をいう。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」
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(イ)推 移

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 実施事業所数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の実施
事業所数。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」

イ 講座数

(ア)平成16年 度間

(注1)Xは,1又 は2である事業所に関する数値で,これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため数値
を秘匿した個所である。また,事 業数が3以上であっても1又は2の事業者の数値が合計との差し引きで判明する個所は
Xで 表した。

(注2)「実施事業所数」,「講座数」,「延受講者数」は,平 成工6年11月1日から平成17年10月31日 までの1年 間に事業所が開講
した講座数及び受講者数をいう。

資料:経 済産 業省 「平成17年 度特定サービス産業実態調査報 告書」
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(イ)推 移

(注)増減数=(平 成16年 度間－平成13年 度間)の 講座数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の講座数。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」

ウ 延べ受講者数

(ア)平成16年 度間

(注1)Xは,1又 は2である事業所に関する数値で,これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるため数値
を秘匿した個所である。また,事 業数が3以上であっても1又は2の事業者の数値が合計との差し引きで判明する個所は
Xで 表した。

(注2)「実施事業所数」,「講座数」,「延受講者数」は,平 成16年11月1日 から平成17年10月31日 までの1年 間に事業所が開
講した講座数及び受講者数をいう。

資料:経 済産 業省 「平成17年 度特定サー ビス産 業実態調査報告書」
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(イ)推 移

(注)増減数訟(平成16年 度間－平成13年 度間)の 受講者数。増減率(%)=増 減数÷平成13年 度間の受講者数。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」

④ 会員数

(注1)平 成14年 度会員数は,平 成14年11月1日 現在の会員数。

(注2)増 減数=(平 成17年 度 一平成14年 度)の 会員数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の会員数。

(注3)区 分の金融系・交通系機関は,平 成11年 度までは,金 融機関である。

資料:経 済産業省「平成17年 度特定サービス産業実態調査報告書」
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(2)雇 用者(全 産 業)

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成14年 度)の 人数。増減率(%)=増 減数÷平成14年 度の人数。

資料:総 務省統計局「労働力調査」

(3)技 能検定

① 推移

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成16年 度)の 人数。増減率(%)＝ 増減数÷平成16年 度の人数。

資料:厚 生労働省職業能力開発局調べ

② 累計

(注)上 段:平 成17年 度,下段:累 計(昭 和34年 度～平成17年 度)

資料:厚 生労働省職業能力開発局調べ
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(4)公 共職業訓練

① 推移

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成16年 度)の 訓練数。増減 率(%)＝ 増減数 ÷平成16年 度の訓練数 。

資料:厚 生労働省調べ

② 種類別

(注)増減数=(平 成17年 度－ 平成16年 度)の 訓練数。増減率(%)=増 減数÷平成16年 度の訓練数。

資料:厚 生労働省調べ

※離職者訓練… ハローワークの求職者を対象に,職 業に必要な技能及び知識を習得させることによって再就職を
実施する職業訓練。

※委託訓練… 公共職業能力開発施設における訓練の他,求 職者の訓練受講ニーズ,企 業の様々な人材ニーズ
に対応できるよう,専門学校 ・各種学校,大 学・大学院,NPO,事 業主等多様iな民間教育訓練機関を活用した職
業訓練。

※在職者訓練 … 在職労働者を対象に,技 術革新や産業構造の変化等に対応するため,職 業に必要な技能及び
知識を習得させるための職業訓練。

※学卒者訓練 … 高等学校卒業者等を対象に,若 年技能労働者の育成を図るため,職 業に必要な技能及び知識
を習得させるための職業訓練。
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11その 他





11その他

(1)情 報提供＜平成輪年度間＞

① 施設別

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

② 公民館

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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③ 図書館

(注）複数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

④ 博物館

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑤ 青少年教育施設

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑥ 女性教育施設

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑦ 社会体育施設

(注)複 数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑧ 民間体育施設

(注）複数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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⑨ 文化会館

(注)複数回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」

⑩ 都道府県知事部局・市町村長部局

(注)複数 回答

資料:文 部科学省「社会教育調査報告書」
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(2)学 位授与

① 累計

ア 平成3年6月 末

資料:文部科学省大学課振興課調べ

210



イ 平成3年7月 ～平成17年3月 末

(注1)表 アの旧制博 士の欄 ※印の箇所 は林 学博士。

(注2)表 アの 旧制博 士は学位 令(明20勅 令 第13号 ・明31勅 令第344号 及び大正9勅 令第200号)に よる認可数
で,昭37.3.31を もって終 了した総数である。

(注3)表 アの新制博士は,学 校教育法(昭22法 律第26号)及 び学位 規則(昭28文 部省令第9号)に より昭和32

年度か ら授与されて文 部大 臣に平3.6.30ま でに報告 された総数 である。

(注4)表 イの博士,修 士の授 与件数 は,平成3年7月 の学位 規則 改正後に授 与されて,文部大 臣に平17.3.31ま

で に報 告された総数 である。

資料:文 部科学省大 学振 興課調べ
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② 年次別学位授与数

(注1)「商船」は,平成3年7月 に学位規則が改正されたことにより,分類が難しくなったため平成3年7月 以降は
「工学」に含まれるようにした。

(注2)「学術」は平成3年7月 に学位規則が改正されたことにより,学術修士,学術博士の学位の種類が廃止さ
れたことに伴い,平成3年7月 以降は分野的には「その他」となっている。

(注3)平 成3年 度については,平成3年7月 に学位規則が改正されたことにより,区分して集計した。

資料:文 部科学省大学振興課調べ
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(3)各 種学校 ・專修学校

① 学校数

ア 推移

(注1)「学校数」は,高 等課程を設置する専修学校の数 専門課程を設置する専修学校または一般課程を設置す
る専修学校の数で延数である。

(注2)増 減数瓢(平成18年 度－ 平成17年 度)の 学校数。増減率(%)=増 減数÷平成!7年 度の学校数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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イ 平成18年 度

(ア)学科別

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」

(イ)課 程 別

(注1)「学校数」は「区分」欄の課程をもっている学校の延数である。

(注2)休 校中の学校は含まれていない。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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ウ 都道府県別(平成18年 度)

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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② 生徒数

ア 推移

(注)増 減数=(平 成18年 度－ 平成17年 度)の 生徒数。増減率(%)翼 増減数÷平成17年 度の生徒数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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③ 教員数

ア 専修学校

(ア)設置者別

(注)増減数=(平 成18年 度－平成17年 度)の 教員数。増減率(%)篇 増減数÷平成17年 度の教員数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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(イ)課 程 劉

(注)増減数=(平 成18年 度－ 平成17年 度)の 教員数。増減率(%)=増 減数÷平成17年 度の教員数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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イ 各種学校

(注)増 減数=(平 成18年 度－平成17年 度)の 教員数。増減率(%)＝ 増減数÷平成17年 度の教員数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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(4)通 信教育

① 大学

(注)増 減数=(平 成18年 度－ 平成17年 度)の数。増減率(%)=増 減数÷平成17年 度の数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」,財団法人文教協会「平成侶年度全国大学一覧」

② 大学院

(注1)大 学・大学院の「学校数」の放送大学園立の大学・大学院は平成16年 度より私立に計上している。

(注2)大 学院の「学校数」の()内 は,大 学の学校数の再掲である。

(注3)増 減数=(平 成18年 度－平成17年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成17年 度の数。

資料:文 部科学省 「学校基本調査報告書」,財団法人文教協会「平成18年 度全国大学一覧」
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③ 短期大学

(注)増減数＝（平成18年 度－平成17年 度)の数。増減率(%)=増 減数÷平成17年 度の数。

資料=文 部科学省「学校基本調査報告書」,財団法人文教協会「平成18年 度全国短期大学一覧」

④ 高等学校(通 信制)

ア 推移

(注1)「併置校」とは,全 日制課程を置く高等学校,定 時制課程を置く高等学校又は全 日制課程と定時制課程を併
置する高等学校に併設されている学校をいう。

(注2)増 減数=(平 成18年 度－平成17年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成17年 度の数。

資料:文 部科学省「学校基本調査報告書」
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イ 都道府県別

資料:文 部科学省 「学校基本調査報告書」
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(5)大 学公開講座

(注)増減数=(平 成14年 度－ 平成11年 度)の 数。増減率(%)=増 減数÷平成11年 度の数。

資料:文 部科学省「開かれた大学づくりに関する調査」

(6)大 学院の社会人受入

(注)増減数=(平 成18年 度－ 平成17年 度)の 数。増減率(%)＝ 増減数÷平成17年 度の数。

資料=文 部科学省「学校基本調書報告書」

(7)学 校評議員(類似制度を含む)

(注1)「学校数」は調査時点における廃校又は休校となった学校を除いたものである。

(注2)「類似制度」とは,一 部要件の不一致により厳密には学校評議員には当たらない魁 その趣 旨や目的(開
かれた学校づくりを目指して地域や保護者の意見を校長が聞く制度)などが学校評議員とほぼ同じ制度で

あると各教育委員会が認めてその設置を推進しているものである。

資料:文 部科学省「学校評議員制度及び学校運営協議会設置状況(平 成18年8月1日 現在)」
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(8)青 少年国際交流事業

① 国における派遣 ・受入事業

(注)増 減数=(平 成17年 度－ 平成16年 度)の 人数。増減率(%)=増 減数÷平成16年 度の人数。

資料:内 閣府「青少年白書」
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② 青少年団体が国の補助によって実施した事業
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(注)増 減数=(平 成15年 度－ 平成14年 度)の 数 。増 減率(%)=増 減数 ÷平成14年 度の数。

資料:内 閣府 「青少 年 白書 」
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